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令和 8年 4月 1 日から自転車の交通違反にも 
交通反則通告制度（青切符）が導入されます。  

対象 16 歳以上（高校生も含む） 
 

通勤・通学で自転車に乗るご家族や、友人などへの 
声掛けをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の連休期間中における山岳遭難の防止 

～安全で楽しい登山のために～ 
   

● 現地の気象や山の状況をしっかり把握！     

● 野生動物への対策  

● 登山届（登山計画書）を作成し、 

登山する山を管轄する警察署や 

広島県警察本部地域課に提出！ 

● 登山計画書はこちら～安全で楽しい登山のために 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/tozankeikaku.html 

 
 

 安佐南警察署       ０８２－８７４－０１１０ ※ナビダイヤルに従って宛先を選択してください。 

令和８年 
４月号 

古市交番事件事故発生状況 

 ★ 交通事故      ★ 犯罪発生状況 
  (令和８年２月)        (令和８年２月) 
   
 
 
 
     

部品ねらい  １件 
前年同期比＋１件 

 

詐欺     ３件 
前年同期比＋２件 

物件事故  59 件 
前年同期比＋６件 

 

人身事故   １件 
前年同期比±０件 

オトモポリスのダウンロードを！ 

令和８年３月３１日メルマガ廃止！ 

自転車の交通違反に 

交通反則通告制度が導入されます！ 

 

主な反則行為と反則金の一例 

携帯電話使用等（保持）１万 2,000 円 

信号無視          6,000 円 

指定場所一時不停止     5,000 円 

傘差し運転等       5,000 円 
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令和 8 年 

春の全国交通安全運動 

4 月 6 日から 

4 月 15 日まで 


